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【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券に係るファ

ンドの名称】

野村国内債券インデックスファンド

【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券の金額】

継続募集額（平成23年7月27日から平成24年7月24日まで）

1兆円を上限とします。

 ＊なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記

期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新され

ます。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成23年7月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部　ファンド情報」および「第三部　

委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1　ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

■委託会社■

（前略）

・資本金の額

平成23年6月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年6月末現在)

（以下略）

 

＜訂正後＞

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

■委託会社■

（前略）

・資本金の額

平成23年12月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年12月末現在)

（以下略）

 

 

2　投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
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※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(3)運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成23年7月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(3)運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成24年1月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正前＞

(4)分配方針

（前略）

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

 

◆ファンドの決算日

（以下略）

 

＜訂正後＞

(4)分配方針

（前略）

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびそ

の金額について示唆、保証するものではありません。

 

◆ファンドの決算日

（以下略）

 

 

3　投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの

運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の

下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

 

［債券価格変動リスク］
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（中略）

≪その他の留意点≫

（中略）

◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売

買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずし

も計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配

金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減

少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合

においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日

の基準価額と比べて下落することになります。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

（中略）

※　投資リスクに関する管理体制等は平成23年7月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの

運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の

下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

［債券価格変動リスク］

（中略）

≪その他の留意点≫

（中略）

◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売

買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずし

も計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配

金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後

の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間

中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算

日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
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≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

（中略）

※　投資リスクに関する管理体制等は平成24年1月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

4　手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（前略）

(3)信託報酬等

　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の42

（税抜年10,000分の40）以内（平成23年7月26日現在、年10,000分の42（税抜年10,000分の

40））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞

年10,000分の7 年10,000分の30 年10,000分の3

＊上記配分は、平成23年7月26日現在の信託報酬率における配分です。

　上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の

とき信託財産中から支払われます。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(3)信託報酬等

　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の42

（税抜年10,000分の40）以内（平成24年1月26日現在、年10,000分の42（税抜年10,000分の

40））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞

年10,000分の7 年10,000分の30 年10,000分の3

＊上記配分は、平成24年1月26日現在の信託報酬率における配分です。

　上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の

とき信託財産中から支払われます。

（以下略）

 

 

5　運用状況

　原届出書の　第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　5　運用状況　につきましては、以下の内容に更新・訂正さ

れます。

＜更新・訂正後＞

以下は平成23年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(1)投資状況

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 日本 359,979,92699.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,842 0.00

合計(純資産総額)  360,011,768100.00
 
＜ご参考＞
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)
国債証券 日本 164,266,580,20071.71
地方債証券 日本 16,131,333,6007.04
特殊債券 日本 22,195,896,8989.69
社債券 日本 16,973,828,0007.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,472,737,3214.13

合計(純資産総額)  229,040,376,019100.00
 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

順位
国／
地域

種類 銘柄名 数量
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本 投資信託受益証券 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 313,216,6771.1370356,127,3621.1493359,979,92699.99

 
＜ご参考＞
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

順
位

国／
地域

種類 銘柄名 数量
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

利
率
(％
)

償還期限
投資
比率
(％)

1 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３０５
回

2,600,000,000101.912,649,738,000103.732,697,188,0001.32019/12/201.17

2 日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第９３回 2,500,000,000100.132,503,450,000100.712,517,950,0000.52015/12/201.09

3 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３１２
回

2,450,000,00099.822,445,716,000101.952,497,873,0001.22020/12/201.09

4 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３０９
回

2,400,000,00099.582,389,992,000101.622,439,024,0001.12020/6/201.06

5 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３１１
回

2,450,000,00096.602,366,724,50098.862,422,143,5000.82020/9/201.05

6 日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第９６回 2,300,000,000100.302,307,080,000100.652,315,042,0000.52016/3/201.01

7 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３０６
回

2,000,000,000102.482,049,740,000104.332,086,780,0001.42020/3/200.91

8 日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２８４
回

1,900,000,000106.492,023,392,000106.392,021,543,0001.72016/12/200.88

9 日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第８９回 2,000,000,00099.911,998,340,000100.472,009,460,0000.42015/6/200.87

10日本
国債証
券

国庫債券　利付（２年）第３０８回 2,000,000,00099.941,998,820,00099.931,998,740,0000.12013/9/150.87

11日本
国債証
券

国庫債券　利付（２年）第３０９回 2,000,000,00099.931,998,720,00099.931,998,700,0000.12013/10/150.87

12日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３１３
回

1,900,000,000100.611,911,624,000102.591,949,267,0001.32021/3/200.85

13日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第８１回 1,900,000,000101.551,929,526,000101.481,928,139,0000.82014/3/200.84

14日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第８８回 1,900,000,000100.401,907,600,000100.841,916,112,0000.52015/3/200.83

15日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２９９
回

1,800,000,000102.701,848,636,000104.261,876,824,0001.32019/3/200.81

16日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第８６回 1,800,000,000100.901,816,200,000101.151,820,736,0000.62014/9/200.79

17日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３０１
回

1,700,000,000103.981,767,813,000105.611,795,455,0001.52019/6/200.78

18日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３０２
回

1,700,000,000103.191,754,230,000104.901,783,300,0001.42019/6/200.77

19日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第９７回 1,700,000,000100.131,702,309,000100.131,702,261,0000.42016/6/200.74

20日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２８７
回

1,550,000,000107.521,666,560,000107.771,670,559,0001.92017/6/200.72

21日本
国債証
券

国庫債券　利付（２０年）第３３回 1,410,000,000117.441,655,988,600116.231,638,857,1003.82016/9/200.71

22日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第９９回 1,600,000,000100.111,601,872,000100.041,600,752,0000.42016/9/200.69

23日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２８２
回

1,500,000,000106.151,592,280,000106.211,593,180,0001.72016/9/200.69

24日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２９７
回

1,500,000,000103.641,554,630,000105.011,575,210,0001.42018/12/200.68
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25日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第８２回 1,500,000,000101.841,527,705,000101.701,525,635,0000.92014/3/200.66

26日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２８３
回

1,400,000,000106.711,493,954,000106.681,493,548,0001.82016/9/200.65

27日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第３００
回

1,400,000,000104.181,458,520,000105.691,479,702,0001.52019/3/200.64

28日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２４９
回

1,420,000,000100.781,431,203,800100.611,428,761,4000.62013/3/200.62

29日本
国債証
券

国庫債券　利付（５年）第９５回 1,400,000,000100.521,407,302,000101.071,415,078,0000.62016/3/200.61

30日本
国債証
券

国庫債券　利付（１０年）第２５８
回

1,330,000,000103.021,370,166,000102.611,364,713,0001.32014/3/200.59

 

種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率(％)
投資信託受益証券 ― 99.99
合計  99.99

 
＜ご参考＞
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

種類 業種 投資比率(％)
国債証券 ― 71.71
地方債証券 ― 7.04
特殊債券 ― 9.69
社債券 ― 7.41
合計  95.86

 
②投資不動産物件

該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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(3)運用実績
①純資産の推移
平成23年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2003年5月12日) 1 1 1.0177 1.0182
第2期 (2004年5月10日) 192 192 0.9883 0.9883
第3期 (2005年5月10日) 218 218 1.0074 1.0079
第4期 (2006年5月10日) 214 214 0.9763 0.9763
第5期 (2007年5月10日) 242 242 1.0020 1.0025
第6期 (2008年5月12日) 258 258 1.0158 1.0163
第7期 (2009年5月11日) 287 287 1.0362 1.0367
第8期 (2010年5月10日) 314 314 1.0635 1.0640
第9期 (2011年5月10日) 341 342 1.0782 1.0787
 2010年11月末日 326 ― 1.0725 ―
 12月末日 331 ― 1.0788 ―
 2011年1月末日 332 ― 1.0726 ―
 2月末日 332 ― 1.0708 ―
 3月末日 335 ― 1.0703 ―
 4月末日 337 ― 1.0740 ―
 5月末日 339 ― 1.0774 ―
 6月末日 342 ― 1.0803 ―
 7月末日 347 ― 1.0841 ―
 8月末日 351 ― 1.0869 ―
 9月末日 355 ― 1.0906 ―
 10月末日 356 ― 1.0882 ―
 11月末日 360 ― 1.0874 ―
 
②分配の推移

期 1口当たりの分配金
第1期 0.0005円
第2期 0.0000円
第3期 0.0005円
第4期 0.0000円
第5期 0.0005円
第6期 0.0005円
第7期 0.0005円
第8期 0.0005円
第9期 0.0005円

 
③収益率の推移

期 収益率
第1期 1.8 ％
第2期 △2.9 ％
第3期 2.0 ％
第4期 △3.1 ％
第5期 2.7 ％
第6期 1.4 ％
第7期 2.1 ％
第8期 2.7 ％
第9期 1.4 ％
第10期(中間期) 1.4 ％

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(
分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて
得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)設定及び解約の実績
期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第1期 1,000,000 ― 1,000,000
第2期 206,818,748 13,120,797 194,697,951
第3期 37,447,271 15,163,660 216,981,562
第4期 36,933,254 34,035,999 219,878,817
第5期 41,217,260 19,232,887 241,863,190
第6期 48,927,598 36,475,721 254,315,067
第7期 39,050,089 15,904,931 277,460,225
第8期 34,268,193 15,693,057 296,035,361
第9期 36,822,168 15,696,800 317,160,729
第10期(中間期) 17,211,070 4,335,302 330,036,497

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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＜参考情報＞　運用実績（2011年11月30日現在）

 

［基準価額・純資産の推移］（日次：設定来）

 

［分配の推移］（1万口あたり、課税前）

 

［主要な資産の状況］
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［年間収益率の推移］（暦年ベース）

・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
・2002年は設定日（2002年11月25日）から年末までの収益率。
・2011年は年初から11月末までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

 

 

第3【ファンドの経理状況】

1　財務諸表

原届出書の　第二部　ファンド情報　第3　ファンドの経理状況　1　財務諸表　につきましては、以下の「中間財務諸

表」が追加されます。

＜中間財務諸表＞

野村国内債券インデックスファンド

(１) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定
により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規
則」という。)に基づいて作成しております。

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

  

(２) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(平成23年 5 月11
日から平成23年11月10日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受け
ております。
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野村国内債券インデックスファンド
 

(1)中間貸借対照表

期別 第10期中間計算期間末
 平成23年11月10日現在

科目 金額(円)
資産の部  
   流動資産  
      コール・ローン 752,770
      親投資信託受益証券 360,697,554
      未収入金 20,768
      未収利息 1
      流動資産合計 361,471,093
   資産合計 361,471,093
負債の部  
   流動負債  
      未払受託者報酬 55,353
      未払委託者報酬 682,684
      その他未払費用 3,626
      流動負債合計 741,663
   負債合計 741,663
純資産の部  
   元本等  
      元本 330,036,497
      剰余金  
         中間剰余金又は中間欠損金(△) 30,692,933
          (分配準備積立金) 20,589,751
      元本等合計 360,729,430
   純資産合計 360,729,430
負債純資産合計 361,471,093
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(2)中間損益及び剰余金計算書

期別 第10期中間計算期間
 自　平成23年 5 月11日

至　平成23年11月10日
科目 金額(円)

営業収益  
   受取利息 106
   有価証券売買等損益 5,516,312
   営業収益合計 5,516,418
営業費用  
   受託者報酬 55,353
   委託者報酬 682,684
   その他費用 3,626
   営業費用合計 741,663
営業利益 4,774,755
経常利益 4,774,755
中間純利益 4,774,755
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 14,611
期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,813,567
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,454,569
   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は
   欠損金減少額

1,454,569

剰余金減少額又は欠損金増加額 335,347
   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は
   欠損金増加額

335,347

分配金 ―
中間剰余金又は中間欠損金(△) 30,692,933

 

(3)中間注記表

 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 運用資産の評価基準 (１)親投資信託受益証券
及び評価方法  基準価額で評価しております。
   
２ 費用・収益の計上基準 (１)有価証券売買等損益
  約定日基準で計上しております。
   
３金融商品の時価等に関
する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。

   
４ その他  当ファンドの計算期間は、平成23年 5 月11日から平成24年 5 月10日までとなっ

ております。
  なお、当該中間計算期間は、平成23年 5 月11日から平成23年11月10日までとなっ

ております。
   
 
(追加情報)

第10期中間計算期間
自　平成23年 5 月11日
至　平成23年11月10日

当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。
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(中間貸借対照表に関する注記)

第10期中間計算期間末
平成23年11月10日現在

１ 中間計算期間の末日における受益権の総数  
  330,036,497口
  
２ 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

 １口当たり純資産額 1.0930円
 (10,000口当たり純資産額 10,930円)

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第10期中間計算期間末
平成23年11月10日現在

１ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

 
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と
時価との差額はありません。

  
２ 時価の算定方法
 ○親投資信託受益証券

 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し
ております。

 ○コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務

 
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額
は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。

  
 
(その他の注記)
１元本の移動

第10期中間計算期間
自　平成23年 5 月11日
至　平成23年11月10日

 期首元本額 317,160,729円
 期中追加設定元本額 17,211,070円
 期中一部解約元本額 4,335,302円

 
 
２デリバティブ取引関係
第10期中間計算期間末(平成23年11月10日現在)
該当事項はございません。
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参考
 
当ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
１ 「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

(1)貸借対照表
対象年月日 平成23年11月10日現在

科目 金額(円)
資産の部  
   流動資産  
      コール・ローン 2,476,651,171
      国債証券 171,531,115,100
      地方債証券 16,314,973,778
      特殊債券 22,397,064,511
      社債券 17,444,280,000
      未収入金 474,719,600
      未収利息 761,844,323
      前払費用 20,398,050
      流動資産合計 231,421,046,533
   資産合計 231,421,046,533
負債の部  
   流動負債  
      未払解約金 808,736,692
      流動負債合計 808,736,692
   負債合計 808,736,692
純資産の部  
   元本等  
      元本 199,688,102,161
      剰余金  
         期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,924,207,680
      元本等合計 230,612,309,841
   純資産合計 230,612,309,841
負債純資産合計 231,421,046,533
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(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 運用資産の評価基準及び評価方法 (１)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
  原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価して
おります。

   
２ 費用・収益の計上基準 (１)有価証券売買等損益
  約定日基準で計上しております。

   

３ 金融商品の時価等に関する事項の補
足説明

 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

   

 
(貸借対照表に関する注記)

平成23年11月10日現在
１ 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額   
 １口当たり純資産額 1.1549円
 (10,000口当たり純資産額 11,549円)
    

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

平成23年11月10日現在
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額

 
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。

  
２ 時価の算定方法
 ○国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
 ○コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務

 
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
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(その他の注記)
平成23年11月10日現在

１ 元本の移動及び期末元本額の内訳   
 期首 平成23年5月11日  
 期首元本額 211,718,048,907円
 期首より平成23年11月10日までの期中追加設定元本額 16,620,175,593円
 期首より平成23年11月10日までの期中一部解約元本額 28,650,122,339円
    
 期末元本額 199,688,102,161円
 期末元本額の内訳＊   
 野村国内債券インデックスファンド 312,319,296円

 野村世界6資産分散投信(安定コース) 23,527,024,769円
 野村世界6資産分散投信(分配コース) 46,088,108,732円
 野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,550,560,271円
 野村資産設計ファンド2015 1,078,686,165円
 野村資産設計ファンド2020 305,519,357円
 野村資産設計ファンド2025 205,541,939円
 野村資産設計ファンド2030 124,048,410円
 野村資産設計ファンド2035 62,735,245円
 野村資産設計ファンド2040 188,610,846円
 野村日本債券インデックスファンド 5,736,037,037円
 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 1,146,810,411円
 のむラップ・ファンド(保守型) 2,086,237,890円
 のむラップ・ファンド(普通型) 675,794,910円
 のむラップ・ファンド(積極型) 227,922,389円
 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 3,004,082,408円
 野村資産設計ファンド2045 3,916,503円
 野村円債投資インデックスファンド 815,550,335円
 野村インデックスファンド・国内債券 62,569,516円
 マイ・ロード 1,380,049,575円
 グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 8,332,259,291円
 グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 477,130,048円
 グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 21,640,137,184円
 グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,644,150,622円
 ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 62,273,083円
 ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 47,630,534円
 ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 11,506,826円
 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 9,844,138,402円
 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 509,048,785円
 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 2,874,536,904円
 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,967,012,070円
 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 190,723,889円
 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 475,671,296円
 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 990,197,795円
 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 2,226,046,959円
 ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 996,552,306円
 マイバランス30(確定拠出年金向け) 6,567,740,116円
 マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,823,273,892円
 マイバランス70(確定拠出年金向け) 3,985,833,747円

 
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(確定拠出年金向け)

28,209,459,252円

 マイバランスDC30 2,348,978,530円
 マイバランスDC50 1,373,663,006円
 マイバランスDC70 340,447,420円
 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 3,167,564,200円
    
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 

 

 

2　ファンドの現況

原届出書の　第二部　ファンド情報　第3　ファンドの経理状況　2　ファンドの現況　につきましては、以下の内容に更

新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

純資産額計算書　　　　　　　　　　　平成23年11月30日現在
 
Ⅰ 資産総額 360,095,098円
Ⅱ 負債総額 83,330円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 360,011,768円
Ⅳ 発行済口数 331,060,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0874円

 
＜ご参考＞
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 229,347,157,014円
Ⅱ 負債総額 306,780,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 229,040,376,019円
Ⅳ 発行済口数 199,281,239,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1493円

 

 

 

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1　委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（1）資本金の額

平成23年6月末現在、17,180百万円

（以下略）

 

＜訂正後＞

（1）資本金の額

平成23年12月末現在、17,180百万円

（以下略）

 

 

2　事業の内容及び営業の概況

原届出書の　第三部　委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　2　事業の内容及び営業の概況　につきましては、以

下の内容に更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び

投資助言業務を行っています。

 

委託者の運用する証券投資信託は平成23年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除き

ます。)。

 

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 737 9,203,275

単位型株式投資信託 36 268,687

追加型公社債投資信託 18 4,556,801
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単位型公社債投資信託 0 0

合計 791 14,028,763

 

 

3　委託会社等の経理状況

次へ

 

 

第2【その他の関係法人の概況】

1　名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)受託者

（a）名称 （b）資本金の額
＊ （c）事業の内容

野村信託銀行株式会社 30,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信

託業務を営んでいます。

＊ 平成23年5月末現在

 

(2)販売会社

（a）名称 （b）資本金の額
＊ （c）事業の内容

野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業

を営んでいます。

＊ 平成23年5月末現在

 

 

＜訂正後＞

(1)受託者

（a）名称 （b）資本金の額
＊ （c）事業の内容

野村信託銀行株式会社 30,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信

託業務を営んでいます。

＊ 平成23年11月末現在

 

(2)販売会社

（a）名称 （b）資本金の額
＊ （c）事業の内容
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野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業

を営んでいます。

＊ 平成23年11月末現在
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　原届出書の　第三部　委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　3　委託会社等の経理状況　の該当部

分を以下のように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間（自　平成23年4月1日　

至　平成23年9月30日）の中間財務諸表（以下「中間財務諸表」といいます。）が追加されます。

　※下線部_________は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表

等規則」という)、ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成21年３月24日付内閣府令第５号により改正されておりますが、第51

期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第５号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第52

期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第５号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。　

　　

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度

及び当事業年度の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

＜訂正後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表

等規則」という)、ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成21年３月24日付内閣府令第５号により改正されておりますが、第51

期事業年度(前事業年度)は改正前、第52期事業年度(当事業年度)は改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。　

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定

に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成

しております。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度

及び当事業年度の財務諸表ならびに当中間会計期間の中間財務諸表について、新日本有限責任監査

法人の監査及び中間監査を受けております。
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中間財務諸表

◇中間貸借対照表

  平成23年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資産の部)   

流動資産   

現金・預金  498

金銭の信託  39,466

有価証券  1,600

短期貸付金  168

未収委託者報酬  8,212

未収収益  4,942

繰延税金資産  853

その他  313

貸倒引当金  △6

流動資産計  56,049

固定資産   

有形固定資産 ※１ 1,687

無形固定資産  10,049

ソフトウェア  10,047

その他  1

投資その他の資産  22,390

投資有価証券  6,685

関係会社株式  14,424

繰延税金資産  886

その他  393

貸倒引当金  △0

固定資産計  34,127

資産合計  90,176
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  平成23年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

 (負債の部)   

流動負債   

    関係会社短期借入金  5,000

未払収益分配金  4

未払償還金  53

未払手数料  3,570

その他未払金 ※２ 1,323

未払費用  7,194

未払法人税等  723

賞与引当金  1,463

その他  99

流動負債計  19,431

固定負債   

退職給付引当金  3,251

時効後支払損引当金  491

その他  5

固定負債計  3,747

負債合計  23,179

(純資産の部)   

株主資本  65,310

資本金  17,180

資本剰余金  11,729

資本準備金  11,729

利益剰余金  36,400

利益準備金  685

その他利益剰余金  35,715

別途積立金  24,606

繰越利益剰余金  11,108

評価・換算差額等  1,686

その他有価証券評価差額金  1,568

繰延ヘッジ損益  117

純資産合計  66,996

負債・純資産合計  90,176
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◇中間損益計算書

  
自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

区分
注記
番号

金額(百万円)

営業収益   

委託者報酬  41,975

運用受託報酬  9,087

その他営業収益  67

営業収益計  51,131

営業費用   

支払手数料  21,876

調査費  10,328

その他営業費用  2,150

営業費用計  34,356

一般管理費 ※１ 11,623

営業利益  5,151

営業外収益 ※２ 3,261

営業外費用 ※３ 333

経常利益  8,079

特別利益 ※４ 123

特別損失 ※５ 69

税引前中間純利益  8,133

法人税、住民税及び事業税  1,605

法人税等調整額  1,229

中間純利益  5,298
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◇中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間 （単位：百万円）

 自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

株主資本  

 資本金  

 当期首残高 17,180

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

   当中間期末残高 17,180

 資本剰余金  

   資本準備金  

 当期首残高 11,729

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 11,729

 資本剰余金合計  

 当期首残高 11,729

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 11,729

 利益剰余金  

   利益準備金  

 当期首残高 685

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 685

 その他利益剰余金  

     別途積立金  

 当期首残高 24,606

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

       当中間期末残高 24,606

     繰越利益剰余金  

 当期首残高 14,077

 当中間期変動額  

   剰余金の配当 △8,267

   中間純利益 5,298

 当中間期変動額合計 △2,968

       当中間期末残高 11,108

 利益剰余金合計  

 当期首残高 39,369
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 当中間期変動額  

 剰余金の配当 △8,267

 中間純利益 5,298

 当中間期変動額合計 △2,968

     当中間期末残高 36,400

 株主資本合計  

 当期首残高 68,279

 当中間期変動額  

 剰余金の配当 △8,267

 中間純利益 5,298

 当中間期変動額合計 △2,968

   当中間期末残高 65,310

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

 当期首残高 2,694

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △1,125

 当中間期変動額合計 △1,125

   当中間期末残高 1,568

 繰延ヘッジ損益  

 当期首残高 △69

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 187

 当中間期変動額合計 187

   当中間期末残高 117

 評価・換算差額等合計  

 当期首残高 2,624

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △938

 当中間期変動額合計 △938

   当中間期末残高 1,686

 純資産合計  

 当期首残高 70,903

 当中間期変動額  

   剰余金の配当 △8,267

   中間純利益 5,298

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △938

 当中間期変動額合計 △3,906

   当中間期末残高 66,996
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[重要な会計方針]

  
 

１　有価証券の評価基準及び評価
方法

 

 
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております)

時価のないもの…移動平均法による原価法  

　
２　デリバティブ取引等の評価基
準及び評価方法

時価法
 
 

３　金銭の信託の評価基準及び評
価方法

 

時価法
 
 

４　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法に
よっております。

 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフト

ウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額
法によっております。
 

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。　

 (2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま

す。　
 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付
型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発
生していると認められる額を計上しております。
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定
額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理すること
としております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異
は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することと
しております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務

は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法により、発生した事業年度から費用処理する
こととしております。

 (4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ

いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支
払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
 

６　リース取引の処理方法 リース取引開始日が平成20年４月１日より前の所有権移転外
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
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７　ヘッジ会計の方法 (1)   ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段
に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産
または負債として繰り延べる方法によっております。
　また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、
振当処理を行っております。

(2)   ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段－為替予約

ヘッジ対象－投資有価証券、短期貸付金

(3)   ヘッジ方針

投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッ

ジしております。

(4)   ヘッジ有効性評価の方法
為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺
効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期
的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。

 
８　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によってお

ります。
 

９　連結納税制度の適用
 

連結納税制度を適用しております。
 

 

 

[追加情報]

 
　自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準等の適用
 

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の
誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。
 

 

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

平成23年９月30日現在

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 2,541百万円

　

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その

他未払金」に含めて表示しております。

 

 

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/40



◇中間損益計算書関係

　自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産 232百万円

無形固定資産 1,864百万円

長期前払費用 5百万円

　

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 2,987百万円

　　

※３  営業外費用のうち主要なもの

支払利息 30百万円

金銭の信託運用損 276百万円

　

※４　特別利益の内訳

投資有価証券等売却益 34百万円

株式報酬受入益 88百万円

　

※５　特別損失の内訳

投資有価証券売却損 26百万円

投資有価証券等評価損 0百万円

固定資産除却損 42百万円

 

 

 

 

◇中間株主資本等変動計算書関係

　自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 5,150,693株－ － 5,150,693株

　

２　配当に関する事項

　　　配当金支払額

　　　　平成23年７月11日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

　　　　・普通株式の配当に関する事項

（1）配当財産の種類 野村ホールディングス株式会社株式

（2）配当財産の帳簿価額 8,267百万円

（3）1株当たり配当額 1,605円12銭

（4）基準日 平成23年７月19日

（5）効力発生日 平成23年７月20日
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◇リース取引関係

　自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

１　ファイナンス・リース取引

(1)   所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの)

　　 該当事項はありません。

 

(2)   所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

有形固定資産（器具備品）

取得価額相当額 361百万円

減価償却累計額相当額 310 

中間期末残高相当額 50

 

 

②　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 47百万円

１年超 6 

合計 53 

　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 43百万円

減価償却費相当額 40 

支払利息相当額 1 

　

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については利息法によっております。

 

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料   

１年内 6百万円

１年超 5 

合計 12 
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◇金融商品関係

当中間会計期間 （自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日）

 

金融商品の時価等に関する事項

平成23年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の

とおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めており

ません。

  (単位：百万円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 498 498 -

(2)金銭の信託 39,466 39,466 -

(3)短期貸付金 168 168 -

(4)未収委託者報酬 8,212 8,212 -

(5)有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 7,544 7,544 -

(6)関係会社株式 3,064 77,01173,947

資産計 58,954132,90273,947

(7)関係会社短期借入金 5,000 5,000 -

(8)未払金 4,952 4,952 -

　　未払収益分配金 4 4 -

　　未払償還金 53 53 -

　　未払手数料 3,570 3,570 -

　　その他未払金 1,323 1,323 -

(9)未払費用 7,194 7,194 -

(10)未払法人税等 723 723 -

負債計 17,869 17,869 -

(11)デリバティブ取引（＊）    

ヘッジ会計が適用されていないもの - - -

ヘッジ会計が適用されているもの △5 △5 -

デリバティブ取引計 △5 △5 -

 

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
 

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   （1）現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて

当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

 

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

31/40



 （2）金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金

等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取

引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバ

ティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産につい

ては短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっておりま

す。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額

によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くだ

さい。

 

(6）関係会社株式

取引所の価格によっております。

 

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

 

注2：非上場株式（中間貸借対照表計上額：投資有価証券740百万円、関係会社株式11,360百万円）

は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが

極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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◇　有価証券関係

 

当中間会計期間末 （平成23年９月30日）

 

１．満期保有目的の債券(平成23年９月30日)

該当事項はありません。

 

２．子会社株式及び関連会社株式(平成23年９月30日)

 

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

関連会社株式 3,064 77,01173,947

合計 3,064 77,01173,947

 

３．その他有価証券(平成23年９月30日)

 

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

   

株式 3,356 282 3,073

投資信託 － － －

小計 3,356 282 3,073

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

   

株式 － － －

投資信託(※１) 2,587 3,003 △415

譲渡性預金 1,600 1,600 －

小計 4,187 4,603 △415

合計 7,544 4,885 2,658

 

(※１)   当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引につい

てヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は117百万円（税効果会計適用後）であり、

中間貸借対照表に計上しております。
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◇　デリバティブ取引関係

  当中間会計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （１）通貨関連

     (単位：百万円)

ヘッジ会計の

方法

デリバティブ

取引の種類等

主なヘッジ

対象
契約額等

契約額等

の

うち1年

超

時価 当該時価の算定方法

原則的処理方法 為替予約取引 投資信託 2,575 - △5
先物為替相場によっ

ている

為替予約等の振当処理 為替予約取引 短期貸付金 168 - (*1)　 - -

 合   計  2,743 - (*1)△5 -

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一
体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載して
おります。

 

◇　セグメント情報等

当中間会計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分
と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
ます。

 

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収
益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産
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　 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しておりま
す。

 

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占
める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しておりま
す。
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◇１株当たり情報

　自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

 

１株当たり純資産額 13,007円36銭

１株当たり中間純利益 1,028円70銭

(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式
がないため、記載しておりません。

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 5,298百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 5,298百万円
期中平均株式数 5,150千株
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成23年11月24日

 
野村アセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中
 
 

新日本有限責任監査法人   

 

指定有限責任社員
 公認会計士  内　田　満　雄　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  亀　井　純　子　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  伊　藤　志　保　㊞

業務執行社員

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成２３

年４月１日から平成２４年３月３１日までの第５３期事業年度の中間会計期間（平成２３年

４月１日から平成２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監

査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と

判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策

定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成２３年９月３０日現在

の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２３年４月１日から平成２３年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

(注)　上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成23年12月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中　     

 

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
 公認会計士  内　田　満　雄　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  伊　藤　志　保　㊞

業務執行社員

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている野村国内債券インデックスファンドの平成23年5

月11日から平成23年11月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよ

うな重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用

される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため

に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査

には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、野村国内債券インデックスファンドの平成23年11月10日現在

の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年5月11日から平成23年

11月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以   上

 
(注)　1．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。
2．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

次へ
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